
予算委員会　配付資料　【4】 2007年2月8日　日本共産党　佐々木憲昭 

本則課税 
（20％）の場合 

軽減税率 
（10％）の場合 

（Ｃ＝Ｂ×20％） （Ｄ＝Ｂ×10％） （Ｅ＝Ｃ－Ｄ） （Ｅ÷Ａ） 

（百万円） （百万円） （百万円） （千円） 

500 万円以下 80,440 40.8% 76,984 5.7% 15,397 7,698 7,698 96 

1,000 万円以下 59,974 30.4% 107,077 7.9% 21,415 10,708 10,708 179 

3,000 万円以下 41,875 21.3% 207,246 15.3% 41,449 20,725 20,725 495 

5,000 万円以下 7,172 3.6% 96,180 7.1% 19,236 9,618 9,618 1,341 

5,000 万円超 7,525 3.8% 869,472 64.1% 173,894 86,947 86,947 11,554 

196,986 100.0% 1,356,958 100.0% 271,392 135,696 135,696 689 

「第130回国税庁統計年報書」より試算 

申告所得分 （人） （百万円） 

申告所得分　小計 

≪証券優遇税制（株式等譲渡所得分）による減税額試算　2004年度≫ 

人員 金額 

納税額 

減税額 
一人当たりの 

減税額 

（Ａ） （Ｂ）


